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裁 決 書

福祉第3  7 12 号

審査請求人 ㎜

・代理人　㎜

平成２０年２月２８日付けで行われた審査請求について、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）第４０条第３項の規定により、次のとおり裁決する。

定処分は、これを取り消す。

主　　　　　　 文

、平成２０年２月２１日付けで審査請求人に対し行った生活保護廃止決

事　　　　　 実

（以下「処分庁」という。）は、平成２０年２月２Ｌ日、審査請求人（以下

「請求人」という。）に対し、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第６２

条第３項の規定により、生活保護廃止処分（以下「原処分」という｡）を行った。

請求人は、原処分を不服として、平成２０年２月２８日、北海道知事に審査請求を行った。

請 求 の 要 旨

請求人は、原処分の取消しを求めて、次のとおり主張する。

一度だけ自動車で出勤したことを理由に生活保護を廃止された。処分庁は、以前自動車の運転と保

有を禁止する内容の文書指示をしているから指示違反による廃止は当然であるとするが、そのような

文書を見ておらず、自動車の運転で注意を受けたのも初めてであるから、保護廃止は乱暴である。

裁 決 の 理 由

１　認定事実

本件に関しては次の事実が認められる。
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２　判断

（1） 法の規定について

法第２７条第１項は、「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の

目的達成に必要な指導又は指示をすることができる」と規定している。ダ

また、法第６２条第１項、第３項及び第４項は、被保護者は、保護の実施機関から指導又は指

示を受けたときは、これに従わなければならないものとされており、保護の実施機関は、被保護

者がこの義務に違反したときは、あらかじめ被保護者に対して弁明の機会を与えた上で、保護の

変更、停止又は廃止をすることができると規定している。

（2） 保護廃止の基準について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて（昭和３８年４月ｉ日社保第３４号厚生省

社会局保護課長通知）」問第７のｎの１は、被保護者が書面による法第２７条の規定による指導指

暴
眉
戸

示に従わない場合において、指示の内容や被保護者の指示に対する対応の仕方等を踏まえ、保護

の変更、停止又は廃止のいずれを適用するかという基準を定めており、 基準の２では、保護を停

止した後においても、引き続き指導指示に従わないでいる場合には、さらに書面による指導指示

を行い、これによってもなお従わない場合は、保護を廃止することとし、また基準の'３では、基

準の２の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には保護を廃止することとしている。

ア　最近１年以内において当該指導指示違反のほかに、文書による指導指示に対する違反、立入

調査拒否若しくは検診命令違反があったとき。

イ　法第７８条により費用徴収の対象となるべき事実について以後改めるよう指導指示したにも

かかわらず、これに従わなかったとき。づ

ウ　保護の停止を行なうことによっては当該指導指示に従わせることが著しく困難であると認め

られるとき。　　　　　　　　　 ソ

(3) 処分庁の主張について

原処分を行った理由について、処分庁は、平成２０年３月２６日付け弁明書の中で、次のとお

り主張する。
請求人は、自動車の運転禁止についての文書指示を受けており、これに従わないことは法第

６２条違反であり、生活保護の廃止は妥当である。

(4) 原処分について
ア　まず、本件指示についてであるが、これは、請求人の保護が開始された直後の平成１７年

１０月に、同人が自動車の運転免許証を保有していたことを理由として、自動車の保有及び使

用を禁止するために発せられた指示であったと認められ( 前記１の(2))、請求人が保護開始後

２
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に自動車を保有あるいは使用するなど、何らかの義務や指示に違反したために発せられた指示

ではない。

イ　平成２０年２月２０日の弁明の機会に、請求人は、前年の夏以降、時々自動車を使用したこ

とがあると述べているものの、同人が他に、法に定める義務について重大な違反を行った事実

は見られず、また、処分庁が本件指示の他に同人に対し文書による指導指示をした事実や、同

人が命令に違反した事実も見られない。

ウ　さらに、請求人は、当該弁明の機会に、平成２０年３月には自動車を■ に返却する旨の発芦

をしており、処分庁の指示に従う意思を明らかにしていたものである。

工　以上めとおり、請求人は、本件指示違反以外に保護受給中における重大な義務違反はなく、

処分庁から他の文書指示も受けていなかったこと、まだ、処分庁の指示に従う意思があること

が認められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　 １

そうすると、請求人については、前記(2)のア又はイに該当する事実は認められないし。同ウ

の'｢保護の停止を行なうことによっては当該指導指示に従わせることが著しく困難｣ とする理

由も認めることはできない。 ▽

なお、処分庁が請求人に対し、本件指示違反により保護の停止を行った事実は認められない

ので、保護を停止した後においても引き続き指導指示に従わない場合にも該当しない。

したがって√前記(2)の保護廃止の基準に照らし原処分が適当であったとは認められないので、主文

とおり裁決する。

平成２１年１月３９日

３

北海道知事　　高　橋　はる


